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市民健康公開講座
糖尿病から腎臓を守ろう
～糖尿病性腎臓病の予防と治療～

 市は「いつまでも健やかでいきいき暮らせるまち
づくり」を進めるため「市民健康公開講座」を実施
します。
　糖尿病によって生じる慢性腎臓病を、糖尿病性腎
臓病といいます。腎臓を守り、重症化を防ぐ方法
と、治療法についてわかりやすく説明しますので、
ぜひ参加してください。

演題　「糖尿病から腎臓を守ろう
　　　　～糖尿病性腎臓病の予防と治療～」　
講師　廣村　桂樹　先生（群馬大学大学院医学系研
究科内科学講座　腎臓・リウマチ内科学分野教授、
群馬大学医学部附属病院内科診療センター　腎臓・
リウマチ内科教授/診療科長）
■日 11月25日（土）
■時 開場：午後1時30分
　講演：午後2時～3時30分
■場 安中市松井田文化会館大ホール
■￥ 無料
主催　安中市健康づくり推進協議会・安中市
共催　一般社団法人安中市医師会
■問 □本 健康づくり課保健指導係（☎内線1174）
　一般社団法人安中市医師会（☎381－0404）

11月30日は「良い看取り・看取られ」の日
市民講座『身近な病気を通して人生会議

（ACP）について考えてみよう』
～ 大切な人が「がん」と言われた時にできること ～

　「もしも」のときのために自分が望む医療やケア
について事前に考え、身近な人と繰り返し話し合
い、お互いの考えや想いを共有する取り組みを《人
生会議（A:アドバンス・C:ケア・P：プランニン
グ）》といいます。
　現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らか
の「がん」にかかると言われています。今回は公立
富岡総合病院から講師を招き「がん」という身近な
病気から、自分らしく生きるための選択や人生会議

（ACP）の大切さについて学ぶ講座を開催します。

　この講座をきっかけに自身の想いや生き方、大切
にしたいことを考えてみませんか。

■日 11月29日（水）
■時 午後1時30分～3時30分
■場 □本 305会議室
講師　公立富岡総合病院緩和ケアセンターセンター長
塩野 昭彦 先生、がん看護専門看護師　小池 瞬 氏
■￥ 無料
■定 50人（先着順）
申込開始　11月8日（水）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支援センター

（☎内線1188）

国民年金からのお知らせ ■問 高崎年金事務所国民年金課
（☎027－322－4299）

■ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
　 ～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて、全額が社会保険料控除の対象です。
　控除を受けるには、その年の1月1日から12月31
日までに納付したことを証明する書類の添付が義務
付けられています。このため、令和5年1月1日から
9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人に
は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構
から送付されますので、年末調整や確定申告の際に
は必ずこの証明書（または領収証書）を添付してくだ

さい。
　また、10月1日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付した人には、来年の2
月上旬に送付されます。
　家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の
社会保険料控除に加えることができますので、家族
あてに送付された控除証明書を添付のうえ申告して
ください。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」についての照会は、控除証明書に表示されてい
る電話番号にお問い合わせください。

■ 保険料の追納をお勧めします
　国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受
けた期間については、保険料を全額納付したときに
比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
　また、納付猶予や学生納付特例の承認を受けたま
まで、あとから保険料を納めなかった場合、その期
間については、年金を受けるための資格期間に算入
されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

　そこで、これらの期間は、10年以内であれば、
あとから保険料を納めること（追納）ができます。た
だし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年
目以降に追納する場合には、当時の保険料に経過し
た年数に応じて加算額が上乗せされます。詳しく
は、高崎年金事務所に相談してください。

■ 保険料を納め忘れた人には電話や訪問で納付の案内をしています
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか。
　保険料の納め忘れなどで未納となっている人に対
して、日本年金機構が委託した会社（株式会社アイ
ヴィジット・東洋紙業共同企業体）が電話や訪問に
より保険料の納付の案内をしています。個人のプラ

イバシーに関することについて尋ねることはありま
せん。
　大事な年金の受給権を失わないために、保険料は
きちんと納めましょう。

■ 11月は「ねんきん月間」です
　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年
11月を「ねんきん月間」と位置づけ、国民の皆さ
んに公的年金制度に対する理解を深めていただくた
めの取り組みを行っています。また、11月30日
は、ご自身の年金記録や年金受給見込額を確認し、
高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく「年金

の日」です。この機会に、年金記録の確認や年金見
込額を試算できる「ねんきんネット」の利用をはじ
めてみませんか。ねんきんネットの利用登録やねん
きん月間の取り組みについては、日本年金機構の
ホームページを確認してください。

イベント・スポーツ event・sports
企画展「碓氷関所」
関連イベントを開催

　企画展「碓氷関所」のイベント
として、講演会を実施します。第
1回は、古代から近世初期の碓氷
関所ができるまでの歴史背景につ

いてです。皆さんぜひ、お越しく
ださい。
演題「交通史の中の碓氷関所」
講師　丸山 雍成氏（元九州大学名
誉教授）
■日 11月18日（土）
■時 午後1時30分～3時30分（午後1

時開場）
■場 学習の森ふるさと学習館・市民
ギャラリー
■￥ 無料
■定 70人（当日先着順）予約不要
■問 学習の森（☎382－7622）

日にち
11／  3（金・祝）
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11／18（土）　　
11／19（日）　　

12／  9（土）　　
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10:00～
13:30～
10:00～

13:30～

　　　　　　　　  内　容
国重文「旧丸山変電所」内部公開（～5日）
旧中山道ウォーキング
国重文「旧丸山変電所」内部公開
企画展「碓氷関所」講演会
簗瀬二子塚古墳　講演・見学会
あんなか景観まちづくり賞授賞式
崇台山・大桐ハイキング

場　所
旧丸山変電所

碓氷関所・アプトの道周辺
旧丸山変電所

学習の森ふるさと学習館
簗瀬公会堂

学習の森ふるさと学習館

イベント・スポーツカレンダー

多目的シートが設置されています
　
　□本 新庁舎2階の多目的トイレに多目的シー
トが設置されています。多目的シートはベ
ビーシートより大きく、大人も横になれま
す。
　折り畳み可能で壁に収納でき、車いすでの
移動も妨げません。ぜひ利用してください。 ■問 □本 行政課行政統計係（☎内線1045）


